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第 ４ 回 赤 浜 地 域 復 興 ま ち づ く り 懇 談 会 

議 事 次 第 

―安全・安心な居住環境の現実に向けて― 

 

日 程 ： 平 成 ２ ４ 年 １ 1 月 7 日 

時 間 ： 午 後 ７ 時 ～ 午 後 9 時 

会 場 ： 赤 浜 小 学 校 体 育 館 

１．開 会  

 

２．議 事 

１） 災害危険区域に係る条例の制定について 

（復興局復興推進室） 

２） 東京大学大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターの移転について 

  （復興局復興推進室） 

３） まちづくり事業計画について（用地買収の際の地積等の確定方法等） 

（都市整備課市街地再生班） 

４） 区画整理事業のしくみについて 

（都市整備課市街地再生班） 

５） 災害公営住宅について 

（管理用地課建築住宅班） 

６） 質疑応答・意見交換 

 

３．閉 会  

 

【配 布 資 料】 

・次   第（１Ｐ～２Ｐ） 

・災害危険区域に係る条例の制定について（４Ｐ・別冊） 

・東京大学大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターの移転について（５Ｐ・別紙） 

・まちづくり事業計画について（用地買収の際の地積等の確定方法等）（６Ｐ～１４Ｐ・別紙） 

・区画整理事業のしくみについて（１５Ｐ～２４Ｐ） 

・災害公営住宅について（２５Ｐ～４３Ｐ） 
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【復興まちづくりに伴う経緯及び今後の予定】               (平成２４年以降) 

期 日 内 容 

平成２４年１月１９日 

～１月２７日 
住宅再建に関する意向調査 

平成２４年３月１８日 赤浜地域住民説明会 

平成２４年５月７日 第１回大槌町都市計画審議会 

平成２４年５月２８日 第 1 回赤浜地域復興まちづくり懇談会 

平成２４年６月１１日 

～６月１５日 

居住意向調査 

（仮設住宅団地談話室等にて開催） 

平成２４年７月２８日 

～８月３日 

町外復興まちづくり懇談会 

（遠野市、紫波町、北上市、盛岡市、花巻市） 

平成２４年８月６日 

～８月３１日 

居住意向調査 

（８月１３日から１６日の期間は赤浜小学校体育館にて実施） 

平成２４年９月４日 防災集団移転促進事業計画の大臣同意取得 

平成２４年９月５日 赤浜地区防災集団移転促進事業に係る事業計画説明会 

平成２４年９月１０日 第２回大槌町都市計画審議会 

平成２４年９月１２日 
東京大学大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター 

移転計画（案）説明会 

平成２４年１０月２４日 第３回赤浜地域復興まちづくり懇談会 

平成２４年１１月７日 第４回赤浜地域復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月１３日 遠野市復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月１５日 北上市復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月１６日 盛岡市復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月１６日 紫波町復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月１９日 釜石市復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月２０日 花巻市復興まちづくり懇談会、災害危険区域説明会 

平成２４年１１月２５日 第５回赤浜地域復興まちづくり懇談会 

 

 

お問い合わせ先 

大槌町役場地域整備部都市整備課市街地再生班（赤浜地域担当） 

電話番号：0193-42‐8723／FAX：0193-42-3858 

 

 



第4回第4回
赤浜地域復興赤浜地域復興
まちづくり

懇談会

平成24年11月7日
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平成24年11月7日
大槌町



議事1)議事1)
災害危険区域の指定について
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議事2)
東京大学大気海洋研究所付属
国際沿岸海洋研究センタ の国際沿岸海洋研究センターの
移転について
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議事3)議事3)
まちづくり事業計画について

(1)移転事業に係る土地買取り価格の提示について

(2)用地買収の際の土地の買収地積等の確定方法について(2)用地買収の際の土地の買収地積等の確定方法に いて

(3-1)まちづくり計画について（公共施設の配置等）

(3-2)新たな住宅団地の候補地について

(3-3)跡地利用について

(4)赤浜地区の課題整理について

(5)今後の事業計画について
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(5)今後の事業計画について



 

(1)移転事業に係る土地買取り価格の提示について 
 

防災集団移転促進事業に係る移転敷地の土地の単価（不動産鑑定価格）につき

まして、発送準備が整った土地の所有者様から、１０月末より順次個別に不動産鑑定

評価価格を、郵送により、お示ししております。 

また、土地の買取り面積の決め方についてご同意頂ける方は、同封しております『買

取り面積の決め方の同意書』に、必要事項を記入のうえ、返信をお願いいたします。 

なお、ご同意頂けない場合は、公平性確保の観点から、所有者様ご本人で現地測

量を行い、登記簿地積の更正を行っていただくことが必要となりますので、ご理解、ご

協力をお願いいたします。 

 

【郵送している土地所有者様】 

１） 町内在住で、相続が発生していない単有土地所有者様 

２） 町内在住で、全員相続が発生していない共有所有土地所有者様 

３） 町外在住で、相続が発生していない単有所有の土地所有者様 

４） 町内在住で、被相続人と同一世帯人が存在する単有土地所有者様 

５） 町内在住で、町内共有者の一部に相続が発生している土地所有者様 

 

＊その他の土地所有者様には、相続人調査や土地の形状等の不明部分の調査が

済み、送付先が確定した方から、すみやかにお示しいたします。 
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(2)(2)用地買収の際の土地の買収地積等の確定方法用地買収の際の土地の買収地積等の確定方法についてについて
按分面積の算出（例①）按分面積の算出（例①）

（仮）第（仮）第1212按分区の按分率の計算方法按分区の按分率の計算方法
町道等で囲まれた範囲（按分区）を測量

按分面積の算出（例①）按分面積の算出（例①）

（仮）第12按分区
Aさん
200㎡

Bさん
400㎡

Cさん
200㎡

（仮）第12按分区
Aさん
200㎡

Bさん
400㎡

Cさん
200㎡

町道等で囲まれた範囲（按分区）を測量。

【街区実測面積】 １，９２６㎡
400㎡

Dさん
200㎡

Hさん
200㎡

水 路 36 ㎡
(L=40m,W=0.9m)

400㎡
Dさん
200㎡

Hさん
200㎡

水 路 36 ㎡
(L=40m,W=0.9m)

【 登記簿面積 】 １，８４６㎡
【按分対象】 Ａさん～Ｈさんまで７名
【按分対象外】

Eさん
200㎡

Fさん
地積図あり

210㎡

Gさん
200㎡

( , )

Eさん
200㎡

Fさん
地積図あり

210㎡

Gさん
200㎡

( , )【按分対象外】
Ｆさん（地積図あり） ・・・・・＝２１０㎡
水路（延長40m、幅0.9m（0.5間））＝３６㎡

【按分率】【按分率】
（実測面積－地積図がある土地等の計）

（登記簿地積合計－地積図がある土地の計）

8按分率＝（1,926㎡－(210㎡+36㎡））÷ (1,846㎡－(210㎡+36㎡)) ＝ １．０５



(2)(2)用地買収の際の土地の買収地積等の確定方法について用地買収の際の土地の買収地積等の確定方法について

按分面積の算出（例②）按分面積の算出（例②）

（（仮）第仮）第1212按分区の按分率按分区の按分率のの

権利者
登記簿
面積

按分対象
面積

実測
面積

按分率
買取
面積

Ａさん 200㎡ 200㎡ 1 05 210㎡（（仮）第仮）第1212按分区の按分率按分区の按分率のの
計算方法計算方法

Ａさん 200㎡ 200㎡ － 1.05 210㎡

Ｂさん 400㎡ 400㎡ － 1.05 420㎡

Ｃさん 200㎡ 200㎡ － 1.05 210㎡

按分率＝
（1,926㎡－(210㎡+36㎡））÷

(1 846㎡－(210㎡+36㎡)）

Ｄさん 200㎡ 200㎡ － 1.05 210㎡

Ｅさん 200㎡ 200㎡ － 1.05 210㎡

Ｆさん 210㎡ ● － － 210㎡(1,846㎡－(210㎡+36㎡)）

＝１．０５

Ｆさん 210㎡ ● 210㎡

Ｇさん 200㎡ 200㎡ － 1.05 210㎡

Ｈさん 200㎡ 200㎡ － 1.05 210㎡

※実測面積が減にな た場合

水路 36㎡ ● － － 36㎡

合計 1,846㎡ 1,600㎡ 1,926㎡ 1,926㎡

が 象※実測面積が減になった場合
按分減とせず、登記簿面積とする。

● … 地積測量図があるため按分対象外
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1)公共施設の集約4)常楽院は背後地に再建

(3-1)まちづくり計画・案（公共施設の配置等）
1)公共施設の集約
配置
より安全な最終避
難場所

4)常楽院は背後地に再建
（跡地は駐車場等）

難場所

2)海を望める広場

3)県道は現位置
で嵩上げ嵩
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5)赤浜小学校の記憶を継承

6)バスセンター代替候補地

7)バス停の新設



(3-2)新たな住宅団地
の候補地

3～5戸

の候補地

１戸戸

約20戸程度約20戸程度

今後、皆さんの意向を確認し、希望者があ

11

れば、住宅団地として位置付け、検討して
いきます



(3-3)跡地利用について

参考表示参考表示：
赤浜小学校のグラウンド規模

東大海洋研候補地

産業用地
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緑地公園
（鎮魂及び教育の場として検討）

産業用地



(4)赤浜地区の課題整理

①防潮堤

②公共施設の配置、規模
（公民館 避難ホール 他）（公民館、避難ホール、他）

③県道

④赤浜小学校跡地利用

⑤防集事業の住宅団地⑤防集事業の住宅団地
（移転地の確保、募集方法等）

⑥避難路
13

⑥避難路



赤浜地域復興スケジュール（案）
平成27年度

H24.11.07　第4回　赤浜地域復興まちづくり懇談会　資料

区分
平成24年度 平成25年度 平成26年度

(5)今後の事業計画

～8月まで 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ４～9月 10～3月 4～3月

高
台
団

大
臣
同
意

区分

移

大臣同意

追加・変更
基本

計画
２
工
区

完
了

１
工
区

完
了

３
工
区

完
了

団
地
造
成
地

取
得

移
転
促
進
区

用地交渉 高台

実施設計

不動産

鑑定
造成工事

開発許可等
住宅建設 住宅建設 住宅

建設

災
害
公
営

住
宅

区
域

用地交渉(高台)

実施設計

建築工事 建築工事
2
工
区

完
了

建築工事

3
工
区

完
了

１
工
区

完
了

区
画
整
理
事

都
市
計
画
決

事
業
認
可

区
画
整
理
審
議
会

仮
換
地
指
定

区
画
整

住宅建設

盛土・造成

住宅建設

１ 2
業 定

会

災
害

公
営

住
宅

理
区
域

盛土・造成

実施設計

建築工事

１
工
区

完
了

2
工
区

完
了

意向確認

先行買収

意向確認

合意形成 まちづくり検討(懇談会)

最終意向確認

情報提供（※）

意向確認

（※）不動産鑑定結果、

災害公営住宅家賃、

入居ルール、払下げ価格、他

意向確認

14
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☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ
減歩と換地

施工前

減歩と換地

従前地施工前

４００㎡４００㎡

従前地

４００㎡４００㎡

減歩 整理後の

宅地（換地）

㎡㎡
３００㎡３００㎡

１００㎡１００㎡

減歩率２５％
１６



☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ

減歩と換地（事例）

整理前整理前 整理後整理後

減歩と換地（事例）

整理前整理前 整理後整理後
１５０坪 １００坪

１０万円/坪 １５万円/坪万円 坪 万円 坪

Aさんの整理前の土地の価額は Aさんの整理後の土地の価額は

１５０坪×１０万円/坪＝１，５００万円 １００坪×１５万円/坪≒１，５００万円

減歩により整理後の土地の面積は減少しますが 事業効果により単価が減歩により整理後の土地の面積は減少しますが、事業効果により単価が
上昇しますので、土地の総価額は同じ。

１７



☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ
減価地区とは？減価地区とは？

減価地区とは、広い幅員の道路が計画される等、整理後の公共用地
率が大きい地区において、宅地の平均単価は上昇するものの、地区
全体の宅地総価額が減少する地区を言います全体の宅地総価額が減少する地区を言います。

整理後の公共用地率が大きい整理後の公共用地率が大きい
ため、減価地区になります。

減歩率低減のため、地区内の土地
を買収し 事業を進めていきますを買収し、事業を進めていきます。

１８



赤浜地区土地区画整理事業の概要赤浜地区土地区画整理事業の概要

公共用地（施行前） ： ０．５１ｈａ （ ９％）
公共用地（施行後） ： １．５０ｈａ （２８％）
用地買収面積 ： 約０．９ｈａ
平均減歩率 ： 約２０．０％ → 約９％

※道路や公園の配置・面積で事業概要は変化します。

平成24年9月末
都市計画決定時点

１９

都市計画決定時点



☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ
区画整理地区内の用地買収の進め方区画整理地区内の用地買収の進め方

地
区
界

売 鑑
契

登
記
完

支
土界

測
量
（
測

売
却
意
向
確

不
動
産

鑑
定
価
格
提

契
約

・
登

完
了

・
土

払
い
手
続

土
地
代
金測

量
増
減

確
認

・
申

産
鑑
定

提
示

・
交

登
記
手
続
き

土
地
の
引
き

続
き(

請
求

金
の
支
払
い

減
確
認
）

申
出

交
渉きき

渡
し

求
書) い

按分による
地積 確定

概ね請求日
後

相続登記等で時
有

２０

地積の確定 から３０日後間を要す場合有り。



☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業の進め方 ①土地区画整理事業の進め方 ①

平均減歩率
決定

面積の通知 順次、使用収益開始
の決定

積
（土地利用可能）

都
市

施
行

事
業

仮

換

工 土
地

土
地
区

建
物
等

清
算
金

換

市
計
画
決

行
規
程
の
制

業
計
画
の
決

換

地

指

・建
物
の

区
画
整
理
審

等
の
移
転

金
の
徴
収

地

処決
定

制
定

決
定

指

定
事

登
記

審
議
会

転
補
償

・交
付分

将来換地される土地地権者代表な土地の
２１

将来換地される土地
の位置・面積を指定

地権者代表な
どによる組織

土地の
先行買収



☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理事業の進め方 ②土地区画整理事業の進め方 ②

都土 事 仮

土
地施

 事業認可
後すぐ工
事着手

都
市
計
画

土
地
の
先

事
業
計
画

仮

換

地

地
区
画
整

施

工
 効率的な

工事執行

 工期短縮画
決
定

先
行
買
収

画
の
決
定

地

指

定

整
理
審
議

承

諾

 工期短縮

定議
会事業計画の縦覧

など、法手続き

事業計画縦覧（目標）：11月下旬～12月中旬（2週間）

意見書の提出（ 〃 ）：12月中旬～ 年 内 （ 〃 ）

２２事 業 認 可（ 〃 ）：平成25年2月下旬



☆土地区画整理事業のしくみ☆土地区画整理事業のしくみ
土地区画整理審議会（とちくかくせいりしんぎかい）土地区画整理審議会（とちくかくせいりしんぎかい）

設 置 ： 土地区画整理法第５６条（市町村の公共施行の場合）設 置 ： 土地区画整理法第５６条（市町村の公共施行の場合）

趣 旨 ： 権利者の意見を事業の施行に反映させる。

構 成 ： 地区内の権利者及び借地権者の中から選挙による選出。

学識経験者（施行者が選任）

人 数 ： 地権者等 ８人（５０ｈａ未満）

学識経験者 ２人（条例で規定）

権 限 ： 換地計画、仮換地の指定、減価補償金の交付に関する事

項について 土地区画整理法に定める権限を行うこと項について、土地区画整理法に定める権限を行うこと。

その他 ： 任期・・・５年
土地区画整理事業の評価員選任に係る同意

２３

土地区画整理事業の評価員選任に係る同意



大槌町 地域整備部 都市整備課



議事5)

まちづくり懇談会まちづくり懇談会
大槌町災害公営住宅について大槌町災害公営住宅について

大槌町 管理用地課 建築住宅班
TEL 0193 42 8719

25
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１．大槌町災害公営住宅の入居条件について１．大槌町災害公営住宅の入居条件について

次の１)～３)の条件に当てはまる方、又は３)～４)の条件に当て
はまる方が入居できますはまる方が入居できます。

１）り災証明書の発行を受けている方

）東 本大震災 より滅失 た住宅 居住 た方２）東日本大震災により滅失した住宅(※)に居住していた方

３）暴力団員でない方

４）防災集団移転促進事業・土地区画整理事業により移転を
余儀なくされた方

※「滅失した住宅」とは次のいずれかに該当する住宅をいいます。

・全壊した住宅全壊した住宅

・大規模半壊又は半壊した住宅であって解体することを余儀なく
された住宅（解体することが確実な住宅を含む）

町では、り災証明書により確認します。

26



２．大槌町災害公営住宅の供給予定について２．大槌町災害公営住宅の供給予定について

大槌町建設分480戸、岩手県建設分500戸
合計980戸の建設を目途に現在作業中です合計980戸の建設を目途に現在作業中です。

現在の災害公営住宅の整備状況として大ケ
び が口及び屋敷前地区の整備の基本計画がまとま

りました。大ケ口地区長屋タイプ70戸・屋敷前地
区長屋タイプ21戸、また県の建設で、吉里吉里
給食センター隣にコンクリート造の集合タイプ５給食 隣 リ 集合
階建て３４戸を予定しています。これらの災害公
営住宅の入居開始は平成25年の夏ごろを予定営住宅の入居開始は平成25年の夏ごろを予定
しています。その他の地区につきましては、土地
の目途がつきしだい整備を開始します

27

の目途がつきしだい整備を開始します。



大ケ口災害公営住宅イメージ図大ケ口災害公営住宅イメージ図

※※今後の作業により変更になる可能性があります。今後の作業により変更になる可能性があります。
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屋敷前災害公営住宅イメージ図屋敷前災害公営住宅イメージ図

※※今後の作業により変更になる可能性があります今後の作業により変更になる可能性があります

29

※※今後の作業により変更になる可能性があります。今後の作業により変更になる可能性があります。



吉里吉里（給食センター隣）災害公営住宅イメージ図吉里吉里（給食センター隣）災害公営住宅イメージ図

※※今後の作業により変更になる可能性がありま今後の作業により変更になる可能性がありま

30

※※今後の作業により変更になる可能性がありま今後の作業により変更になる可能性がありま
す。す。

※※今後の作業により変更になる可能性があります。今後の作業により変更になる可能性があります。



参考：岩手県内の既存の公営住宅参考：岩手県内の既存の公営住宅
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参考：岩手県内の既存の公営住宅参考：岩手県内の既存の公営住宅
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３．災害公営住宅の間取りについて３．災害公営住宅の間取りについて

応急仮設住宅 大ケ口地区予定間取り 県営住宅標準プラン

１DKタイプ
応急仮設住宅

約６坪（約２０㎡）
大ケ口地区予定間取り
約１２坪（約４０㎡）

県営住宅標準プラン
約１２坪（約４０㎡）
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３．災害公営住宅の間取りについて３．災害公営住宅の間取りについて

応急仮設住宅 大ケ 地区予定間取り 県営住宅標準 デ

２DK・２LDKタイプ
応急仮設住宅

約１０坪（約３３㎡）
大ケ口地区予定間取り
約１６坪（約５３㎡）

県営住宅標準モデル
約１６坪（約５５㎡）
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３．災害公営住宅の間取りについて３．災害公営住宅の間取りについて

応急仮設住宅 大ケ口地区予定間取り 県営住宅標準プラン

３K・３DKタイプ
応急仮設住宅

約１２坪（約３９㎡）
大ケ口地区予定間取り
約２０坪（約６８㎡）

県営住宅標準プラン
約１９坪（約６５㎡）
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４．災害公営住宅整備計画検討委員会の進捗について４．災害公営住宅整備計画検討委員会の進捗について

①検討委員会の設置目的

被災者状況及び被災者の生活再建志向を踏まえ 災被災者状況及び被災者の生活再建志向を踏まえ、災
害公営住宅の整備計画について総合的に検討を行う。

②委員の構成②委員の構成

・社会福祉協議会・民生委員・弁護士
・建築関係者・町議会議員 計１５名・建築関係者・町議会議員 計１５名
・県住宅担当者・学識経験者

③委員会の開催③委員会の開催

平成２４年８月１日から平成２５年
３月３１日までの間に６回の委員会３月３１日までの間に６回の委員会
を開催予定（現在までに３回実施）
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４．災害公営住宅整備計画検討委員会の進捗について４．災害公営住宅整備計画検討委員会の進捗について

④検討事項

・災害公営住宅の供給計画
家賃の減免等

これまでの検討事項（内容が整理でき次第公表いたします。）

・家賃の減免等
・払い下げ価格の算出方法
・優先入居要件の項目優先入居要件の項目

今後の検討事項
・住宅デザイン（外観・間取りなど）
・地元産木材の活用策
バリアフリ

今後の検討事項

・バリアフリー
・コミュニティ対策など
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５５．赤浜地区の．赤浜地区の災害公営住宅の供給予定について災害公営住宅の供給予定について

大槌町災害公営住宅供給計画スケジュール(案）・赤浜地区 本供給計画は平成24年10月1日現在のスケジュールです。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

平成25年度 平成26年度 平成27年度 28年度 29年度入居
開始
予定 前半 後半 前半 後半

平成24年度

防集 用地交渉 設計

平成
２６年度～

防集

入居

用地交渉

建築工事

設計

設計 建築工事区画 入居盛土造成工事
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６．６．災害公営住宅の想定家賃に災害公営住宅の想定家賃についてついて

今回提示する家賃は検討委員会で検
討した内容での想定家賃です。今後、
条例改正等の手続き後 家賃が決定し条例改正等の手続き後、家賃が決定し
ます。
なお、家賃は世帯収入と間取りの広さ
により入居する世帯ごとに家賃を決定により入居する世帯ごとに家賃を決定
します。その他、共益費、駐車場代等
が徴収される場合がありますが徴収される場合があります。
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６．災害公営住宅の想定家賃について６．災害公営住宅の想定家賃について

想定家賃の一例

［例１］ 世帯構成：夫婦 子供１５歳（３人世帯）［例１］ 世帯構成：夫婦、子供１５歳（３人世帯）
世帯収入：給与所得の合計

３５０万円（税込み）
想定間取り：３DK

間取りの広さ
1DK[人数制限なし]
12坪程度
（約４０㎡）

２DK[２人以上]
１６坪程度
（約５５㎡）

３DK[３人以上]
１９坪程度
（約６５㎡）

４DK[３人以上]
２４坪程度
（約８０㎡）

1 月の想定家賃 １８ ５００円 ２５ ５００円 ３００００円 ３７０００円

［例２］ 世帯構成：夫婦（２人世帯）
世帯収入：年金所得１２０万円

1ヶ月の想定家賃 １８,５００円 ２５,５００円 ３０,０００円 ３７,０００円

年金所得７０万円
想定間取り：２DK

間取りの広さ
1DK[人数制限なし]
12坪程度

２DK[２人以上]
１６坪程度

３DK[３人以上]
１９坪程度

４DK[３人以上]
２４坪程度

※表の「間取りの広さ に示している人数の通り 世帯の人数によ て入居出来る間取りを制限

間取りの広さ 12坪程度
（約４０㎡）

１６坪程度
（約５５㎡）

１９坪程度
（約６５㎡）

２４坪程度
（約８０㎡）

1ヶ月の想定家賃 １,５００円 ２,０００円 ２,５００円 ３,０００円

40

※表の「間取りの広さ」に示している人数の通り、世帯の人数によって入居出来る間取りを制限
する予定です。ただし、示している人数はあくまでも想定であり、制限されている世帯の居住を
直ちに排除するものではありません。入居優先の考え方は今後検討委員会でつめていきます。



７．災害公営住宅の払い下げについて７．災害公営住宅の払い下げについて

主な災害公営住宅の払い下げ条件は下記のとおりです

１．払い下げする住宅に入居し、払い下げを希望さ

主な災害公営住宅の払い下げ条件は下記のとおりです。

れていること。

２ 公営住宅として維持管理する必要がなくなっ２．公営住宅として維持管理する必要がなくなっ
たと大槌町が判断したもの。

３ 譲渡の対価の支払能力があること３．譲渡の対価の支払能力があること。
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７．災害公営住宅の払い下げについて７．災害公営住宅の払い下げについて

・木造戸建住宅の払い下げを考えています。

・５年経過後に払い下げが可能になります。
（復興推進計画に認定された場合）

・岩手県が建設、管理する住宅については、現
在払い下げの予定はありません。在払い下げの予定はありません。

・払い下げ価格は条例改正等の手続き後に決定し
ますが 土地価格は払い下げ時の鑑定評価にますが、土地価格は払い下げ時の鑑定評価に
よって算定されます。

建築から５年後に
払い下げ可能

建

築

費

払
い
下
げ
価

払い下げ想定価格
＝建築費の７割程度建物の払い下げ価格の目安として、建

築から５年後に払い下げた場合、建築費
の７割程度の価格が想定されます

42

価
格

木造住宅の想定払い下げ価格

の７割程度の価格が想定されます。



８．８．大槌町からのお願い大槌町からのお願い

平成２４年１月に実施した「住宅再建に関す
る意向調査」では ご協力頂きありがとうござる意向調査」では、ご協力頂きありがとうござ
いました。前回の調査から約１年が経過しよう
としており 以前とはみなさまの状況 意向がとしており、以前とはみなさまの状況、意向が
変わっていると思います。そこで、住宅再建に
関わる意向について再度調査を実施致します関わる意向について再度調査を実施致します。
詳細については別途お知らせいたします。

なお 当調査はみなさまの意向を町の将来像なお、当調査はみなさまの意向を町の将来像
に反映させる重要な調査となります。調査票は
１２月中旬ごろにみなさまに送付する予定です１２月中旬ごろにみなさまに送付する予定です
ので、ご協力の程よろしくお願いします。
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